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(57)【要約】
【課題】素線間の電気絶縁性能及び止水性能の両方を兼
ね備え、作業ミスや製造コストを低減させ、生産性を向
上させ、高水圧の環境下でも使用可能な電力ケーブル及
びその製造方法を提供する。
【解決手段】電力ケーブル１は分割導体２を有し、分割
導体２は複数本の素線３を撚り合せた素線撚合体４に電
気絶縁性を有する熱可塑性樹脂５を充填して形成された
４～７本の複数本をセグメント導体６を撚り合わせて形
成され、絶縁層８の被覆時に受ける温度で分割導体２に
充填された熱可塑性樹脂５を軟化させ、これによって、
素線３間の隙間を埋める。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　分割導体を有する電力ケーブルにおいて、
　前記分割導体は、複数本の素線を撚り合せた素線撚合体に電気絶縁性を有する熱可塑性
樹脂を充填して形成された複数本のセグメント導体を撚り合わせて形成されている、
　ことを特徴とする電力ケーブル。
【請求項２】
　前記分割導体は絶縁層に被覆され、
　前記絶縁層の被覆時に受ける温度で前記熱可塑性樹脂を軟化させ、前記素線間の隙間を
埋める、
　ことを特徴とする請求項１に記載の電力ケーブル。
【請求項３】
　前記熱可塑性樹脂は、熱可塑性エラストマーであることを特徴とする請求項１又は２に
記載の電力ケーブル。
【請求項４】
　分割導体を有する電力ケーブルの製造方法において、
　（１）複数本の素線を撚り合せた素線撚合体に電気絶縁性を有する熱可塑性樹脂を充填
してセグメント導体を形成する工程と、
　（２）成形された複数本の前記セグメント導体を撚り合わせて前記分割導体を形成する
工程と、
　（３）前記分割導体に絶縁層を被覆する工程と、
　を有し、
　前記絶縁層の被覆時に受ける温度で前記熱可塑性樹脂を軟化させ、前記素線間の隙間を
埋める、
　ことを特徴とする電力ケーブルの製造方法。
【請求項５】
　前記（１）の工程の後に、前記セグメント導体を断面略扇形に圧縮成形する工程を有す
る、
　ことを特徴とする請求項４に記載の電力ケーブルの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は電力ケーブル及びその製造方法に関し、特に、海底敷設ケーブル、浮遊式海中
ケーブル（ライザーケーブル）、大電流送電向けの直流及び交流XLPE（架橋ポリエチレン
）ケーブル等の分割導体を用いた電力ケーブル及びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、海底敷設ケーブル、浮遊式海中ケーブル（ライザーケーブル）、大電流送電向
けの直流及び交流XLPE（架橋ポリエチレン）ケーブル等のような導体断面積の大きい電力
ケーブルでは、その導体として分割導体を用いることが多い。
【０００３】
　分割導体は、銅又はアルミニウム等の複数本の素線を撚り合わせて扇形状に圧縮成形し
てセグメント導体を形成し、複数本（通常は４～７本）のセグメント導体を撚り合わせる
ことにより製造される。
【０００４】
　従来の電力ケーブルでは、分割導体に電気絶縁性能をもたせるため、素線単体に絶縁材
料を被覆したり、酸化皮膜を形成させていた（以下、この技術を従来例１という）。
【０００５】
　他の従来の電力ケーブルでは、絶縁層中にボイドや水トリーが発生しないように、分割
導体に止水性能や吸水性能をもたせるため、セグメント導体間に止水性能や吸水性能を備
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えたテープを介在させていた（以下、この技術を従来例２という）。
【０００６】
　特許文献１には、円形圧縮導体及び丸撚り導体に止水性能をもたせるため、素線間にゴ
ム等の止水材料を入れて、物理的に止水する構造が開示されている（以下、この技術を従
来例３という）
【０００７】
　特許文献２には、介在物が存在しない分割導体を用いた架橋ポリエチレン絶縁電力ケー
ブルが開示されている（以下、この技術を従来例４という）。
【特許文献１】特開平１－２１７８０３号公報
【特許文献２】特開平９－１０６７１３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　図４はセグメント導体に成形される前の従来例１の素線絶縁構造を示す断面図である。
図４に示すように、従来例１の素線絶縁構造では、絶縁を施していない素線５０と絶縁を
施している素線５１とが隣り合わないように配列するため、素線の配列や使用量に配慮す
る必要があり、作業ミス等のリスクがあるという課題があった。
【０００９】
　また、絶縁を施している素線５１だけで配列した場合には、製造コストの増大を伴うだ
けでなく、製造に係るリードタイムが長くなり、生産性が低下するという課題があった。
【００１０】
　従来例２では、止水性能や吸水性能を備えたテープが素線間の隙間を物理的に埋めるこ
とができないため、例えば高水圧の環境下で使用することが困難であるという課題があっ
た。
【００１１】
　従来例３では、止水材料を用いるため、部品点数が増えて製造コストの増大を招くとい
う課題があった。
【００１２】
　従来例４では、素線間の隙間を物理的に埋めることができないため、例えば高水圧の環
境下で使用することが困難であるという課題があった。
【００１３】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、素線間の電気絶縁性能及び
止水性能の両方を兼ね備え、作業ミスや製造コストを低減させ、生産性を向上させ、高水
圧の環境下でも使用可能な電力ケーブル及びその製造方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　本発明の電力ケーブルは、分割導体を有する電力ケーブルにおいて、
　前記分割導体は、複数本の素線を撚り合せた素線撚合体に電気絶縁性を有する熱可塑性
樹脂を充填して形成された複数本のセグメント導体を撚り合わせて形成されている、
　ことを特徴とするものである。
【００１５】
　前記分割導体は絶縁層に被覆され、
　前記絶縁層の被覆時に受ける温度で前記熱可塑性樹脂を軟化させ、前記素線間の隙間を
埋めるのが好ましい。
【００１６】
　前記熱可塑性樹脂は、例えば熱可塑性エラストマーである。
【００１７】
　本発明の電力ケーブルの製造方法は、分割導体を有する電力ケーブルの製造方法におい
て、
　（１）複数本の素線を撚り合せた素線撚合体に電気絶縁性を有する熱可塑性樹脂を充填
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してセグメント導体を形成する工程と、
　（２）成形された複数本の前記セグメント導体を撚り合わせて前記分割導体を形成する
工程と、
　（３）前記分割導体に絶縁層を被覆する工程と、
　を有し、
　前記絶縁層の被覆時に受ける温度で前記熱可塑性樹脂を軟化させ、前記素線間の隙間を
埋める、
　ことを特徴とするものである。
【００１８】
　前記（１）の工程の後に、前記セグメント導体を断面略扇形に圧縮成形する工程を有し
てもよい。
【発明の効果】
【００１９】
　本発明の電力ケーブルによれば、複数本の素線を撚り合せた素線撚合体に電気絶縁性を
有する熱可塑性樹脂を充填してセグメント導体を形成した分割導体を有するので、熱可塑
性樹脂を所定温度で軟化させることにより、素線間の隙間を埋めることができ、素線間の
電気絶縁性能及び止水性能の両方を兼ね備えることができる。
【００２０】
　また、絶縁を施していない素線だけを用いることができるので、素線の配列や使用量に
配慮する必要がなくなり、作業ミスや製造コストを低減させ、素線単体に絶縁材料を被覆
したり、酸化皮膜を形成させる必要がないので、製造に係るリードタイムを短縮させて生
産性を向上させることができる。
【００２１】
　さらに、素線間を熱可塑性樹脂で隙間なく充填させることができるので、高水圧の環境
下など幅広い用途に使用することができる。
【００２２】
　本発明の実施形態例に係る電力ケーブルの製造方法によれば、上記効果を奏する電力ケ
ーブルを提供できるとともに、絶縁層の被覆時に受ける温度で分割導体に充填された熱可
塑性樹脂を軟化させるので、絶縁層の被覆工程と熱可塑性樹脂の軟化工程とを同時に行う
ことができ、生産性を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の実施形態例に係る電力ケーブルの構造を示す断面図である。
【図２】（Ａ）～（Ｃ）は本発明の実施形態例に係る電力ケーブルの製造方法を説明する
ための説明図である。
【図３】セグメント導体の素線撚合体を扇形状に圧縮成形する成形機を説明するための説
明図である。
【図４】セグメント導体に成形される前の従来例１の素線絶縁構造を示す断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態について説明する。図１は本発明の実施形態例に係る電力ケ
ーブルの構造を示す断面図である。
【００２５】
　図１に示すように、本発明の実施形態例に係る電力ケーブル１は、海底敷設ケーブル、
浮遊式海中ケーブル（ライザーケーブル）、大電流送電向けの直流及び交流XLPE（架橋ポ
リエチレン）ケーブル等のような分割導体２を有する電力ケーブルである。
【００２６】
　分割導体２は、複数本の銅又はアルミニウムなどからなる素線３を撚り合せた素線撚合
体４に電気絶縁性を有する熱可塑性樹脂５を充填して形成された４～７本の複数本（図１
では４本）のセグメント導体６を撚り合わせて形成されている。
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【００２７】
　熱可塑性樹脂５としては、製造工程間のハンドリングや現地まで運搬の際に、曲げる必
要があるので弾性を有することが好ましく、例えば熱可塑性エラストマーが好ましい。ス
チレン系、オレフィン系、塩ビ系、ウレタン系、アミド系などがあるが特に限定するもの
ではない。
【００２８】
　分割導体２に充填された熱可塑性樹脂５は、所定温度で軟化され、これによって、素線
３間の隙間が埋められることになる。
【００２９】
　分割導体２上には内部半導電層７が被覆され、内部半導電層７上には架橋ポリエチレン
からなる絶縁層８が被覆される。絶縁層８上には、半導電性樹脂や半導電性布テープ等よ
りなる外部半導電層９が被覆され、外部半導電層９上には、銅テープ等よりなる金属遮蔽
層１０が被覆されている。さらに、金属遮蔽層１０上に、塩化ビニル樹脂よりなる防食層
１１が被覆されている。
【００３０】
　図２（Ａ）～（Ｃ）は本発明の実施形態例に係る電力ケーブル１の製造方法を説明する
ための説明図である。
【００３１】
　まず、複数本の素線３を撚り合せた素線撚合体４に電気絶縁性を有する熱可塑性樹脂５
を充填してセグメント導体６を形成する（図２（Ａ）参照）。熱可塑性樹脂５は取り扱い
やすいように、テープ状或いはひも状のような固体状態で素線撚合体４に入れられる。
【００３２】
　次いで、例えば図３に示す成形機１２によって、セグメント導体６を断面略扇形に圧縮
成形する（図２（Ｂ）参照）。
【００３３】
　図３はセグメント導体の素線撚合体４を扇形状に圧縮成形する成形機を説明するための
説明図である。
【００３４】
　図３に示すように、成形機１２は一対の成形ロール１３，１４からなる。一方の成形ロ
ール１３の外周面にはＶ形状の凹溝１３ａが形成され、他方の成形ロール１４の外周面に
は内側に緩くカーブを描いて凹んだ弧状の凹溝１４ａが形成されている。成形ロール１３
，１４のそれぞれの回転軸１３ｂ，１４ｂが平行で、且つ、両外周面同士が接触するよう
に組み合わされて両凹溝１３ａ，１４ａにより扇形状の成形穴１５が形成され、回転軸１
３ｂ，１４ｂ及び成形穴１５の中心軸線の回りを矢印方向へ回転（自転、公転）する。成
形ロール１３，１４の少なくとも成形穴１５の回りの回転（公転）は、モータ等の駆動源
（図示省略）の駆動により行われる。
【００３５】
　断面略円形状のセグメント導体６を成形機１２の成形ロール１３，１４の成形穴１５内
に挿通させ、成形ロール１３，１４から半径方向内側へ圧縮力を加えることにより、成形
ロール１３，１４の回転（自転）に伴って扇形状に圧縮成形する。
【００３６】
　次いで、成形された複数本（図２では４本）のセグメント導体６を撚り合わせて断面略
円形状の分割導体２を形成する（図２（Ｃ）参照）。
【００３７】
　その後、分割導体２上に内部半導電層７を被覆し、内部半導電層７上に架橋ポリエチレ
ンからなる絶縁層８を被覆する。
【００３８】
　次いで、絶縁層８上に半導電性樹脂や半導電性布テープ等よりなる外部半導電層９を被
覆し、外部半導電層９上に銅テープ等よりなる金属遮蔽層１０を被覆する。さらに、金属
遮蔽層１０上に塩化ビニル樹脂よりなる防食層１１を被覆する。
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【００３９】
　絶縁層８の被覆時に受ける温度（約１５０℃）で分割導体２に充填された熱可塑性樹脂
５を軟化させ、これによって、素線３間の隙間を埋めることになる。
【００４０】
　以上の工程によって、本発明の実施形態例に係る電力ケーブル１が製造される。
【００４１】
　本発明の実施形態例に係る電力ケーブル１によれば、複数本の素線３を撚り合せた素線
撚合体４に電気絶縁性を有する熱可塑性樹脂５を充填してセグメント導体６を形成した分
割導体２を有するので、熱可塑性樹脂５を所定温度で軟化させることにより、素線３間の
隙間を埋めることができ、素線３間の電気絶縁性能及び止水性能の両方を兼ね備えること
ができる。
【００４２】
　また、絶縁を施していない素線３だけを用いることができるので、素線３の配列や使用
量に配慮する必要がなくなり、作業ミスや製造コストを低減させ、素線単体に絶縁材料を
被覆したり、酸化皮膜を形成させる必要がないので、製造に係るリードタイムを短縮させ
て生産性を向上させることができる。
【００４３】
　さらに、素線３間を熱可塑性樹脂５で隙間なく充填させることができるので、高水圧の
環境下など幅広い用途に使用することができる。
【００４４】
　本発明の実施形態例に係る電力ケーブル１の製造方法によれば、上記効果を奏する電力
ケーブルを提供できるとともに、内部半導電層７、絶縁層８、外部半導電層９の被覆時に
受ける温度で分割導体２に充填された熱可塑性樹脂５を軟化させるので、絶縁層８の被覆
工程と熱可塑性樹脂５の軟化工程とを同時に行うことができ、生産性を向上させることが
できる。
【００４５】
　本発明は、上記実施の形態に限定されることはなく、特許請求の範囲に記載された技術
的事項の範囲内において、種々の変更が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明の電力ケーブル及びその製造方法は、海底敷設ケーブル、浮遊式海中ケーブル（
ライザーケーブル）、大電流送電向けの直流及び交流XLPE（架橋ポリエチレン）ケーブル
等のような分割導体を有するものに利用される。
【符号の説明】
【００４７】
　１：電力ケーブル
　２：分割導体
　３：素線
　４：素線撚合体
　５：熱可塑性樹脂
　６：セグメント導体
　７：内部半導電層
　８：絶縁層
　９：外部半導電層
１０：金属遮蔽層
１１：防食層
１２：成形機
１３：成形ロール
１４：成形ロール
１５：成形穴
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